
 

会 議 名 称 

令和４年度第１回 

杉並区情報公開・個人情報保護審議会会議録 

日   時 令和４年６月１４日（火） １４時００分から１６時００分まで 

場   所 杉並区役所 第３・４委員会室（中棟５階） 

出 

席 

者 

委 員 

佐藤会長、石川委員、氏橋委員、内山委員、小林委員、佐久間委員、手島委員、 

中島委員、村本委員、山﨑委員、井原委員、奥山委員、島田委員、新城委員、 

松本委員、浅見委員、加藤委員 

実施機関 

髙橋区民課長、髙取課税課長、岡本納税課長、日暮国保年金課長、石河内介護保険

課長、土田防災課長、伊藤建築課長、中村学校整備担当部長、鈴木済美教育センタ

ー統括指導主事 

事 務 局 岡本デジタル戦略担当部長、黒澤情報管理課長、倉島情報システム担当課長 

傍 聴 者 ０名 

配 

布 

資 

料 

事 前 

・資料１ 杉並区情報公開・個人情報保護審議会［制度概要・関係例規］ 

・資料２ 令和３年度第６回杉並区情報公開・個人情報保護審議会会議録 

・資料３ 令和４年度第１回杉並区情報公開・個人情報保護審議会報告・諮問事項 

当 日 

・委員名簿 

・会議次第 

・令和４年度第１回杉並区情報公開・個人情報保護審議会報告・諮問事項補足資料 

【会議内容】 

１ 令和３年度第６回会議録の確定 

２ 報告・諮問事項 

番号 件名 審議結果 

諮問第１号 特別区民税・都民税滞納処分（普通徴収）に関する業務の外部委託について（新

規） 

決  定 

諮問第２号 特別区民税・都民税滞納処分（特別徴収）に関する業務の外部委託について（新

規） 

決  定 

諮問第３号 国民健康保険被保険者資格賦課・収納に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第４号 後期高齢者医療保険制度に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第５号 介護保険料賦課・徴収に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第６号 特別区民税・都民税滞納処分（普通徴収）に関する業務の外部結合について（新

規） 

決  定 

諮問第７号 特別区民税・都民税滞納処分（特別徴収）に関する業務の外部結合について（新

規） 

決  定 

諮問第８号 国民健康保険被保険者資格賦課・収納に関する業務の外部結合について（新規） 決  定 

諮問第９号 後期高齢者医療保険制度に関する業務の外部結合について（新規） 決  定 

諮問第 10号 介護保険料賦課・徴収に関する業務の外部結合について（新規） 決  定 

諮問第 11号 特別区民税・都民税賦課徴収（普通徴収）に関する業務の外部委託について（変

更） 

決  定 

諮問第 12号 特別区民税・都民税賦課徴収（特別徴収）に関する業務の外部委託について（変 決  定 

資料１ 



更） 

諮問第 13号 軽自動車税に関する業務の外部委託について（変更） 決  定 

諮問第 14号 国民健康保険被保険者資格賦課・収納に関する業務の外部委託について（変更） 決  定 

諮問第 15号 後期高齢者医療保険制度に関する業務の外部委託について（変更） 決  定 

諮問第 16号 介護保険料賦課・徴収に関する業務の外部委託について（変更） 決  定 

諮問第 17号 特別区民税・都民税賦課徴収（普通徴収）に関する業務の外部結合について（変

更） 

決  定 

諮問第 18号 特別区民税・都民税賦課徴収（特別徴収）に関する業務の外部結合について（変

更） 

決  定 

諮問第 19号 軽自動車税に関する業務の外部結合について（変更） 決  定 

諮問第 20号 国民健康保険被保険者資格賦課・収納に関する業務の外部結合について（変更） 決  定 

諮問第 21号 後期高齢者医療保険制度に関する業務の外部結合について（変更） 決  定 

諮問第 22号 介護保険料賦課・徴収に関する業務の外部結合について（変更） 決  定 

諮問第 23号 電子収納システム（コンビニ・クレジット）（小型）に記録する個人情報の項目について

（変更） 

決  定 

諮問第 24号 災害時職員非常呼集連絡に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第 25号 災害時職員非常呼集連絡に関する業務の外部結合について（新規） 決  定 

諮問第 26号 被災建築物応急危険度判定に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第 27号 被災建築物応急危険度判定に関する業務の外部結合について（新規） 決  定 

諮問第 28号 教育指導に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第 29号 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ評価の実施内容等 決  定 

諮問第 30号 情報提供ネットワークシステムセキュリティ評価の実施内容等 決  定 

一般報告 令和４年度 住民基本台帳ネットワークシステム業務及び情報提供ネットワークシステ

ム業務に係るセキュリティ運用計画等について 

報告了承 

諮問第 31号 令和３年個人情報保護法改正に伴う杉並区個人情報保護条例の改廃等に向けた

基本的な考え方について 

決  定 
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会長  本日は御多用の中、当審議会へ御出席いただきありがとうございます。

ただいまより、令和４年度第１回杉並区情報公開・個人情報保護審議会を

開催いたします。初めに、組織機構改正及び事務局職員の人事異動につい

て、事務局からお知らせをお願いします。 

デジタル戦略担当部長  令和４年４月１日の組織機構改正に伴いまして、情報・行革担当部長の

職が廃止となり、デジタル戦略担当部長が新設され、新たに着任いたしま

した岡本勝実でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、事務局の課名につきましても変更がありました。昨年度までは情

報政策課でしたが、今年度からは情報管理課となり、併せて職員の人事異

動がございましたので、御紹介いたします。情報管理課長の黒澤勝美です。 

情報管理課長  よろしくお願いします。 

デジタル戦略担当部長  以上でございます。よろしくお願いします。 

会長  続いて、委員の変更について、事務局からお知らせをお願いします。 

デジタル戦略担当部長  ただいま会長からお話がございましたとおり、委員の変更がありました。

新委員の皆様には、委嘱状を席上に配布しておりますので、御確認いただ

ければと思います。また、新しい名簿を席上に置いてございます。新しい

委員のお名前を、この名簿の記載順にお呼びしますので、恐縮ですが一言

頂戴できればと思います。 

委員  （各委員から自己紹介） 

デジタル戦略担当部長  新委員の皆様、どうもありがとうございました。 

会長  続いて、連絡事項について、事務局からお知らせをお願いします。 

デジタル戦略担当部長  本日の会議におきましても、オンラインを併用しての開催としておりま

す。本日は加藤委員がオンラインで参加を予定しております。 

 次に、本日の会議につきまして欠席される旨の御連絡がありました委員

は、宇田川委員、細川委員、水町委員の計３名でございます。國﨑委員は

現在、連絡を取っておりますので、お待ちください。 

 続いて、審議会進行に当たっての留意点について、情報管理課長より御

説明いたします。 

情報管理課長  会議の開始前に、審議会進行の留意点を確認させていただきます。発言

者を明確にするため、発言をする委員は挙手をして、会長の指名を受けて

から、お名前を名乗った上で発言を行ってください。オンラインの参加者

は、発言時以外はマイクをミュート状態にしていただくようお願いいたし

ます。 

会長  それでは、議題に入ります。本日の審議の進め方ですが、次第としてお

配りしてあるとおり、前回の会議録の確定を行ってから、報告・諮問案件

の審議をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料２の令和３年度第６回の会議録についてですが、事務局

から修正や補足説明はありますでしょうか。 
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情報管理課長  特段ございません。 

会長  それでは、委員の皆様から、会議録につきまして訂正箇所や御意見等は

ありますか。 

（意見等なし） 

会長 ないようですので、令和３年度第６回の会議録については確定とさせて

いただきます。 

 それでは、次第の５に移ります。報告・諮問事項の審議に入ります。ま

ず、資料３の報告・諮問事項について、事務局から連絡事項をお願いいた

します。 

情報管理課長  資料３に補足資料がございます。本日は、左上に「諮問第 31 号補足資料」

と記載した資料を席上に配布しております。該当の案件の際は、こちらも

併せて御覧いただくよう御案内をいたします。よろしくお願いいたします。 

会長  それでは、デジタル戦略担当部長、諮問文を読み上げてください。 

デジタル戦略担当部長  （諮問文を読み上げて会長に渡す） 

会長  デジタル戦略担当部長から諮問文を受けました。 

本日も、委員の皆様と事務局、実施機関の方にお願いがあります。新型

コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から、効率的に議事が進め

られ、時間短縮が図られるよう、会議の進行に御協力を是非お願いいたし

ます。 

 それでは、会議次第の裏面、報告・諮問事項の一覧の順に従って審議を

していきたいと思います。初めに、諮問第１号から諮問第 10 号、それから

諮問第 11 号から諮問第 23 号について、事務局から説明をお願いします。 

諮問第１号～第 10 号 

諮問第 11 号～第 23 号 

情報システム担当課長  （案件について説明する） 

会長  ただいまの説明について、御質問はありますか。 

委員  御説明を伺ったのですけれども、何がどう変わるのかよく分からないで

す。今まで紙でやり取りしていた内容を、これから例えば電子メールなど

でやり取りをするということですか。 

納税課長 システムを使いまして、これからは電子でやり取りをするという形にな

ります。 

委員  システムを使うというのを付け加えたのはどういう意味ですか。もう少

し具体的に説明してください。システムを使って電子メールをやり取りす

るということですか。 

納税課長  具体的に申し上げますと、こちらで情報をＣＳＶファイルに変換いたし

まして、それを専用回線で、システムを使って金融機関に照会する、それ

によって照会に掛かる時間がかなり短縮されます。今まで１か月から３か

月掛かっていたのが、数日で回答が返ってくるようになります。 

委員  まだ全く分からないです。ＣＳＶファイルには、名前、住所などの個人
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情報のデータが横に並んでいるのだと思うのです。それを銀行のシステム

と突合して該当する人を探すとか、銀行側のシステムの中に入って検索ま

でができるとか、そういうことなのでしょうか。 

納税課長  間にシステム、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰを介在して金融機関とやり取りをし

ます。金融機関と直接やり取りをするわけではないです。 

情報システム担当課長  １点補足です。今までメールでやり取りしていたのではなくて、紙を郵

送でやり取りをしていたのを、まず電子化するといったことでございます。

システムは特段、金融機関のシステムにアクセスするとか、そういうこと

ではなくて、あくまでもこれまで郵送でやっていた手続を、共有のシステ

ムを使ってやり取りするということでございます。 

委員  ということは、先ほどＣＳＶファイルを送ると言っていましたけれども、

ＣＳＶファイルで送ると、それに合致するデータを突合して探してくれる、

「見付かりましたよ」とか、「この人ですね」とか、「いや、違いますか」

とか、「では、もうちょっとこの辺探してみましょうか」、「情報加えてみま

しょうか」とか、そういうことをやってくれるのですか。では、違う聞き

方をしましょう。杉並区は今まで紙で渡していたものをＣＳＶファイルで

渡すだけ、そういうことですか。そこが変わるのですか。 

納税課長  そのとおりです。ＣＳＶファイルで渡すだけです。 

委員  銀行のシステムというのは、大変固いセキュリティになっていると思い

ますから、杉並区から銀行側のシステムに入れるわけではないということ

は理解しました。そうすると、ＣＳＶファイルを渡すと、後の突合とか照

会とかの処理は銀行側の方がやってくださるということでしょうか。だと

すると、それに１か月も掛かるのですか。３か月が１か月になるのはいい

ことなのだけれども、もう少し短くなるのではないかという気がしますが、

違うのですか。 

納税課長  紙ベースで申し上げたのが１か月から３か月ということです。データに

なれば数日です。 

委員  大体様子が分かりました。そうすると、そのＣＳＶファイルはまた更に

銀行の人が探してくれて、「この人見付からないけれども、こういうことは

ありませんか」とか、「引っ越したのではないですか」とか、そういうよう

なやり取りはなさるのですか。 

納税課長  そういう場合もあります。ただ、システムの中で、ＣＳＶファイルを金

融機関ごとに分けてくれるのです。その金融機関にはこのＣＳＶファイル

が行くという形で、自動でまた返ってきます。該当があればですが。基本

的には手動ではないです。向こうからも自動で返ってきます。 

委員  大体分かったつもりだったのですけれども、今度は金融機関から自動で

返ってくるということで、また分からなくなりました。そのときは、その

ＣＳＶファイルに何か書込みをしたりしてくれるのですか。どのように戻

ってくるのでしょうか。イメージが分からないです。 
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納税課長  基本的には、こちらがお尋ねしたＣＳＶファイルに該当ありかなしか、

それだけです。 

委員  金融機関はたくさんあるので、対象者の預金口座はどこにあるかを調べ

るのは大変なはずです。ということは、そのあり得るだろう、例えば杉並

区内にある銀行のほとんど、全部の支店にはないのだろうけれども、そう

やって照合を掛けていくということですか、 

納税課長  電子に限らず、そこにあるかどうかというのは分からないまま照会を掛

けます。それで、あったらあるという回答が返ってくるという形です。 

委員  そろそろにしますけれども、今回はそれだけですか。その人の銀行口座

がありましたというときに、幾ら預金がありますとか、預金の口座の動き

とか、そういったことも今回のこのやり取りの中で、それこそ向こうから

データでもらったりとかする、今回の諮問はそこまで含んでいるのですか。 

納税課長  はい、含んでおります。おおむね口座の動きが、例えば３か月ぐらい分

かるようにとか、そういう形で情報を頂きます。 

委員  その法的根拠ですけれども、税金とかだったら法律がありますけれども、

介護保険とか国民健康保険とか、これは税ではない、若しくは税だという

ように考えるのですか。つまり、それについてもやはり根拠法があって、

それだけの個人情報を引き出すことはできるということなのですか。その

法的根拠を知りたいです。 

介護保険課長  介護保険法の、確か第 144 条だったと思いますけれども、地方税法、地

方自治法に飛びまして、地方税法の滞納処分によって徴収することができ

るという規定がありますので、同じように処理ができるものと認識してお

ります。 

会長  ほかに御質問はありますか。 

委員  ２点お聞きしたいことがあります。まず１つ目は、１ページ目の内容の

所に「一部の金融機関」とありますが、この「一部」について、これは何

なのかということをお聞きしたいと思っています。いろいろな金融機関が

ありますので、どこまでを言っていらっしゃるのか。それによって、例え

ば金融機関のうちの何パーセントぐらいを網羅できるのか。区が必要とし

ている金融機関はこの中に全部入るのか、あるいは入らない部分について

は相変わらず紙でやるのかということをお聞きしたいのが１つ目です。 

 ２つ目なのですけれども、これは諮問の内容とずれてしまうかもしれま

せんが、同じ人の口座なのに違う住所などになっていた場合というのは、

これは合わないのでありませんという回答になるのでしょうか。それとも、

それも追って、実はこの人にはこういう口座もあるよということを教えて

くれるのでしょうか。教えてくれる場合というのは、外部結合記録票の６

番の調査の内容、これに含まれるのでしょうか。 

納税課長  まず、１つ目のお尋ねなのですけれども、全部の金融機関がおっしゃる

とおり網羅されるわけではありませんので、今、全部の課で年間 31,000
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件のうち、およそ 48％、年間ですと 15,000 件ぐらいはこちらで照会が掛

けられるという想定で、それ以外は従来どおりの紙になると思います。今

後、取り扱う金融機関が増えるかもしれませんが、今のところはそういう

数字です。 

 ２つ目の御質問ですけれども、金融機関によって住所が必要でない所も

あります。照会に必要な項目は、金融機関ごとに異なっておりまして、氏

名と生年月日だけという所もあります。住所が必要な所はもちろん載せる

のですけれども、住所が合っていなければ該当なしで返ってくるかと思い

ます。 

会長  ほかに御質問はありますか。 

委員  ２つ教えてください。このシステムというのは他の地方自治体なども共

通のシステムなのかどうなのか、あるいは杉並特有の制度なのかというの

が１つです。それから、口座残高というかなりセンシティブな情報が、民

間事業者のクラウドの中に入っていくということなのですけれども、その

民間事業者がその中のデータにアクセスして情報を見ないというのは、ど

のように担保されているのかというのを教えてください。 

納税課長  他自治体と共通のシステムということではありません。ただ、東京都は

もちろん、国税庁も既に使っています。国や都それぞれが、そこの私企業

と契約をして、サービスを使っているという形です。 

 もう１つのお尋ねですが、非常にセンシティブな情報ですので、専用回

線を通してやり取りをするという形、クローズドの形でやります。ＣＳＶ

ファイルという形なので、情報が漏れることはないです。万が一のことが

あったとしても、分かりづらいような形にはなっています。原則、やり取

りについては、その企業は中は見ません。契約等の際は、個人情報特記仕

様書などで必ず縛りますので、そこは御安心いただきたいと思います。 

情報システム担当課長  セキュリティの面なのですが、これはＬＧＷＡＮ－ＡＳＰを使っていま

して、ＬＧＷＡＮはもともと閉域のセキュアなネットワークで、更にこの

ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰが条件を満たしていないと、セキュリティをしっかり

と担保しないと使えないものになっていますので、規約の中に厳しい条件

が入っています。ですので、基本的にセキュリティに由来する情報漏洩は

ないと思っています。 

会長  ほかに御質問はありますか。 

委員  今回も再委託の禁止ということに触れられていて、クラウドサービスの

運用保守を専門業者に委託というようになっているのですが、この再委託

の禁止の民間事業者なのですが、このシステムが、民間事業者が提供する

クラウドサービスシステムとなっていて、この保守点検というのも同じ民

間事業者、このシステムを開発した民間事業者だけというように認識をし

ていいのか、その点はいかがなのでしょうか。 

納税課長  御指摘のとおりです。 
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会長  ほかに御質問はありますか。 

委員  まず、延滞ということに対する定義ですけれども、これを教えてもらい

たいと思います。要するに、日数的に何日以上を延滞者と言うのか、１日

でも延滞者と言うのかです。 

 それからもう１つ、延滞をすると延滞利息というのが付くと思うのです

けれども、これについてはどのような数字になっているのかお教えいただ

けますか。 

納税課長  税の話でよろしいでしょうか。 

委員  はい。 

納税課長  延滞は納付期限を超えてしまうと滞納という形になります。今で申し上

げますと、延滞、滞納になってから１か月は年利 2.4％で、１か月超える

と 8.7％の延滞金です。 

会長  ほかに御質問はありますか。では、御意見はありますか。 

委員  かなり便利になるのだというのは分かるのですが、預金口座があるかど

うかの突合するところまではいいのだけれども、その後、非常に機微な情

報をネットでやり取りするというのは非常に不安です。先ほど、ＬＧＷＡ

Ｎを使っているとか、それからＡＳＰだとか言っていました。それから、

ＶＰＮもそうなのかもしれないけれども、だからセキュリティは大丈夫と

おっしゃっていますけれども、絶対なんてないのです。高度な技術を持っ

ている人はいっぱいいるわけですから。だから、預金情報まで出してくる

ということに関して非常に懸念があるので、これについては賛成しません。 

会長  ほかに御意見はありますか。それでは、御質問、御意見がなければ、諮

問第１号から諮問第 23 号は決定といたします。次に、諮問第 24 号・第 25

号、諮問第 26 号・第 27 号、諮問第 28 号について、事務局から説明をお願

いします。 

諮問第 24 号・第 25 号 

諮問第 26 号・第 27 号 

諮問第 28 号 

情報管理課長  （案件について説明する） 

会長  ただいまの説明について御質問はありますか。 

委員  諮問第 28 号について伺います。この報告・諮問事項説明書には、杉二小

のプールの解体について触れられていますが、今回の諮問が承認された場

合、他校も含めた水泳授業の民間事業者への委託が可能となるという理解

でよいか確認します。 

学校整備担当部長 今回、杉二小の改築に伴ってプールがありませんから、こういう形で諮

問をお願いしています。今後も小学校に限らず、学校の改築で既存のプー

ルが活かされる例は少ないですから、そういう意味で言えば、今回この杉

二小で諮問させていただく件が１つの前例になるかと思っております。 

委員  分かりました。外部委託記録票の委託の内容を見ていますが、水泳運動
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系授業のと記載されていることによって、例えば今後、球技などの授業の

民間委託のような話に展開したときには、また別途諮問が出るという理解

でよろしいか確認します。 

学校整備担当部長  今回は水泳が中心となるわけでして、御指摘の例が必ずしもあるかどう

かは分かりませんが、もちろん内容が違うわけですから、改めて諮問させ

ていただく形になろうかと思います。 

会長  ほかに御質問はありますか。 

委員  諮問第 24 号・第 25 号の災害のことです。まず、１つ確認したいのは、

これは災害時の連絡に限ってということなのか、つまり日常的には使わな

いということなのかが１つです。 

 もう１つは、安否確認というか、職員から連絡をもらわないと、これは

意味がないと思うのですが、その心配はないのでしょうか。 

防災課長  まず、１点目です。あくまでも災害時のみの活用ということになります。

ただ、日常で使う場合として、訓練で使用しています。 

 ２点目の安否確認については、基本的に杉並区の職員は震度５強があっ

た場合には、全職員非常配備態勢ということで、自力で家族、自身の安全

が確認できれば参集するというルールになっておりますが、安否の確認も

すぐ取るという形での運用となっています。 

委員  分かりました。次は、小学校のプールについてです。今回使うプールで

すが、杉二小だとすると、多分環八を越えた所にある民間プールを使うよ

うです。しかし、そのすぐ近くに大宮前体育館のプールがあるので、そこ

を使えば別に民間事業者に頼まなくてもいいように思うのです。民間事業

者のプールを使うことに何かメリットがあるのですか。民間事業者のプー

ルを使うことで、わざわざ個人情報を渡さなければいけなくなりますよね。 

学校整備担当部長  区立の民間のプールを使ったらいいのではないかという御指摘ですが、

やはり区立のプールは区民の皆さんに大変人気があり、特に大宮前はたく

さんの区民に使っていただいている中で、特に夏から秋にかけては一番プ

ールの需要が多い時期ですので、区民の皆さんに使っていただいている枠

を頂くのはなかなか苦労があるところです。今回は民間のプールを使わせ

ていただいてプールの授業をやっていこうということで、今まとめている

ところです。 

委員  その民間のプールの小さいバスが走っているのを時々見かけますが、例

えば小学校１年生ぐらいのお子さんだったら、そのバスに取り残されて降

りるのを忘れるということはないのだろうと思いますけども、中には身体

障害があるお子さんがいたりして、プールを使うには特別の見守りが必要

ということがあるのかと思います。学校内で使うよりかなり気を遣うとい

うか、お子さんの身の安全ということに対して考えなければいけないこと

がたくさんあると思います。もちろん、そのことは情報として民間事業者

にも渡したりするのだと思いますが、その辺りはどういう配慮になってい
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るのか教えてください。 

済美教育センター統括

指導主事 

 児童の安全管理については、まずプールですが、民間のインストラクタ

ー、教員合わせて７名体制を組むことができます。普段の学校でのプール

よりも、多くの人数で安全管理をすることができます。移送のバスについ

ては、民間のプールのバスを借りますが、教員が引率しますので、移動教

室等と同じように、事故のないように事前の確認、また子供たちへの指導

等はしっかり配慮しますし、タイムスケジュールもきちんと計画を立てて

やっていますので、安全については事前に十分な準備をしております。 

会長  ほかに御質問はありますか。 

委員  諮問第 24 号・第 25 号、諮問第 26 号・第 27 号に関わることです。先ほ

どのお話は、専用回線なので回線自体が守られているということだったわ

けですが、今回インターネット回線をお使いになるということで、もちろ

んインターネットはオープンになっているわけですから、どこかと通信す

る際には、何らかのポートを開けてやり取りすることになると思うのです。

素人みたいな質問で申し訳ないのですが、ポートが開いているということ

は、そこが侵入の入口になり得る可能性もあるので、その辺りの対策はど

のようにされているのか、これは一般論になるかもしれませんが、どのよ

うになさっているのか教えてください。 

防災課長  想定しているシステムの中には、当然のことながらファイアウォールを

備えるとともに、ネットワーク上のトラフィック監視や不正侵入検知動的

制御システムというような対策をしっかり行うということで、事業者のほ

うと選定してまいりたいと考えております。 

会長  ほかに御質問はありますか。 

委員  私からは諮問第 28 号に関わることです。委託に係る個人情報の項目の所

で、「健康状態」、「傷病等の状況」までは理解できるのですが、「日常生活

動作の状況」、それから「性格・行動の特徴」というものが書かれています

けれども、これはどのように違うのか、性格まで規定する必要があるのか

どうか、教えてください。 

済美教育センター統括

指導主事 

 水泳という運動は子供たちにとって魅力がある反面、命にも関わるとい

う状況でもあります。個々の特性を理解した上で指導することによって、

何かあったときの対応を迅速にするとともに、子供たちは水の中に入った

だけでちょっと気持ちが高ぶったりしますので、そういう意味では、そう

した性格等の特性を把握することで、より個々に応じた丁寧な指導ができ、

安全につながると考えております。 

委員  今おっしゃったのは、言葉の流れで日常生活の動作につながるものなの

かというように思うのですが、この「性格・行動の特徴」というのはどう

いうことを規定しているのでしょうか。 

済美教育センター統括

指導主事 

 具体的には、特性として急に動き出してしまう、じっとしていることが

できない、集団で説明しているときに話を余り聞くことができない、友達
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に少しふざけてしまう、こういったことが挙げられると考えております。 

委員  ありがとうございます。やはり、外部委託で民間に提供するものですの

で、できれば個人情報としては少ないほうがいいかと思うのですが、児童・

生徒の安全性から言えば、一定の理解もできますので、その点はよろしく

お願いいたします。 

学校整備担当部長  少し補足させていただきます。今、御指摘のとおり大変センシティブな

情報です。一方で今、統括指導主事が申し上げたように、子供たちの安全

に関わること、それをしっかり担保していくということで、必要な情報だ

ということ、この辺りは、我々から事業者にしっかりと申し伝える必要が

あるというように考えているところです。 

会長  ほかに御質問はありますか。私から、今の委員からの質問と関連します

が、頂いている諮問第 28 号の 14 ページの事務事業の概要の内容です。説

明文中は「水泳の技術指導と技術指導中の安全管理を業務委託」となって

いて、外部委託の内容は「水泳指導員に水泳技術指導の業務を委託」とな

っています。そういう意味で、いわゆる監視だけを委託するのではなく、

授業そのものを民間事業者に委託するという、説明とこちらの２行目と、

どちらが正しい内容なのでしょうか。 

済美教育センター統括

指導主事 

 まず、教員の役割とインストラクターの役割を計画段階で明確に確認し

て行います。教員は全体の進行管理、安全管理も含めたところを中心に担

います。インストラクターは、ふだん水泳を専門に取り組んでいる方々な

ので、技術的な指導の際に専門性を発揮していただくということが中心で

す。ただ、もちろんインストラクターも安全管理を協力して行うという、

そうした役割分担で指導を行います。 

会長  民間事業者のことをインストラクターと呼んでいるのですか。 

済美教育センター統括

指導主事 

 おっしゃるとおりです。 

会長  実際に学校でやるときは、教員だけで授業をやっているのでしょうか。

それとも、学校のプールでやるときにも、外部からインストラクターを手

配してやっているのでしょうか。 

済美教育センター統括

指導主事 

 学校の場合は、教員が指導しております。 

会長  ですから、施設を借りるというよりは、その授業の技術指導に関しても

業務委託をするということになるわけですね。 

済美教育センター統括

指導主事 

 おっしゃるとおりです。 

会長  分かりました。では、基本的には内容の説明文が少し正しくないという

ことで、一番最後の行の外部委託の内容が正しいという理解で大丈夫でし

ょうか。そういうことをするから、日常生活動作の状況や生活行動の特徴

を、この民間事業者に対して、インストラクターに対して提供する必要が
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あるということでよろしいですか。 

学校整備担当部長  そのとおりです。 

会長  分かりました。続いて御意見はありますか。それでは御質問、御意見が

なければ、諮問第 24 号から諮問第 28 号は決定といたします。次に諮問第

29 号と諮問第 30 号について、事務局から説明をお願いします。 

諮問第 29 号・第 30 号 

区民課長  資料 16 ページを御覧ください。案件名は、令和４年度住民基本台帳ネッ

トワークシステム業務及び情報提供ネットワークシステム業務に係るセキ

ュリティ評価の実施内容等についてです。主管部課名は情報管理課及び区

民課です。本案件については、住民基本台帳ネットワークシステム業務及

び情報提供ネットワークシステム業務に係るセキュリティ評価の実施内容

等について、審議会へ諮問するものです。 

 内容を御説明いたします。まず、住民基本台帳ネットワークシステムの

セキュリティ評価の実施内容等について、17 ページの別紙１を御覧くださ

い。諮問事項としまして、項番１に記載のとおり３つあります。１つ目は

総務省発出のチェックリストに基づく自己点検、２つ目は住基ネット緊急

時対応訓練、３つ目は住基ネット安全措置実施状況等に関する職員アンケ

ートです。具体的な内容は、項番２の各事項の実施内容に記載させていた

だいております。これらは例年諮問させていただいている内容ですので、

詳細の説明は省略いたします。 

情報管理課長  続いて、18 ページの別紙２、情報提供ネットワークシステムセキュリテ

ィ評価の実施内容等を御覧ください。諮問事項は項番１に記載のとおり、

３点ございます。１つ目は情報提供ネットワークシステムの緊急時対応訓

練、２つ目は総務省発出の情報提供ネットワークシステム接続運用規程に

基づく自己点検、３つ目は情報提供ネットワークシステム安全措置実施状

況等に関する職員アンケートについてです。 

 それぞれの具体的な業務内容は、項番２の各事項の実施内容に記載して

おります。こちらも例年行っているものです。本件についてのセキュリテ

ィの評価に関する例年の流れについて御説明させていただきます。19 ペー

ジの参考資料を御覧ください。本件は年間２回の諮問をしておりますが、

例年の流れを図に示しております。 

 まず、上から６月です。今、行った諮問ですが、セキュリティ評価の点

検項目や実施方法の妥当性を審議会に諮問したところです。この内容は専

門的なことから、例年審議会では、住民基本台帳ネットワークシステム・

情報提供ネットワークシステム運用監視部会に附託しまして、こちらの部

会で審議していただいております。 

 部会については、審議した内容を 10 月の審議会で報告していただいてお

ります。その報告を受け、10 月の審議会において区へ答申していただきま

す。この答申を受けて、区はセキュリティ評価等を実施し、その上で、実

施後 12 月の審議会においてその評価結果が妥当であるかについて、改めて
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２回目の審議をいたします。その諮問についても、同じく審議会が部会に

附託し、部会で審議を行い、３月に部会から審議会に報告され、３月の審

議会において区に答申を頂いているというような流れになっております。

説明は以上です。 

会長  ただいまの説明について御質問はありますか。 

委員 この評価は毎年やっているとおっしゃったのですが、何年ぐらい前から

何回ぐらいやっていらっしゃるのでしょうか。 

情報管理課長  平成 28 年から実施しております。 

委員  そうすると、毎年実施していて、いろいろなものがあぶり出されてきて、

それが改善につながっていると思うのですが、近年の状況はどうですか。

大分まとまってきているのですか、それとも実施するたびに課題が見つか

ってくるのですか。 

情報管理課長  例年行っている内容ですが、例えば職員に対するアンケート調査などを

実施しています。そこで、セキュリティがきちんと確保できているか、所

管の業務について流れを実施しているかなどを把握しております。年によ

っては、アンケート結果の調査項目の肯定的なパーセンテージの割合が若

干落ち込むようなこともございます。各所管課でセキュリティ教育や研修

はきちんと行っておりますが、そういう場合は、各所管課において職員に

知識をきちんと得てもらい、次のアンケートのときには良い評価になるよ

うに、教育などを行って改善を図っています。 

委員  システムをブラッシュアップして、より完成度の高いものになっても、

担当者が人事異動などで入れ替わったりした場合には、また教育し直さな

ければいけません。そういうソフト面、マンパワー的なところもあります

ので、毎年やることは意義があるのかと。ですから、毎年、基本的なとこ

ろをきちんと押さえていくことは、くどいようですが意義があるかと思い

ました。ありがとうございます。 

会長  最後の御発言は御意見として伺っておきます。ほかに御質問はあります

か。では、御意見はありますか。特にありませんので、本諮問については、

まず細かく適正さを確認すべきと思いますので、住民基本台帳ネットワー

クシステム・情報提供ネットワークシステム運用監視部会において事前の

確認を行い、その内容を第３回審議会にて部会からの報告を受け答申する

ことといたします。なお、部会の運営については、私が部会長ですので私

に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

(異議なし) 

会長  ありがとうございます。それでは、事務局は調整の上、部会を開催して

ください。よろしくお願いいたします。次に一般報告があります。事務局

から説明をお願いします。 

区民課長  20 ページを御覧ください。案件名は、令和４年度住民基本台帳ネットワ

ークシステム業務及び情報提供ネットワークシステム業務に係るセキュリ
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ティ運用計画等についてです。主管部課名は情報管理課及び区民課です。

本案件については、住民基本台帳ネットワークシステム業務及び情報提供

ネットワークシステム業務に係るセキュリティ運用計画等について、審議

会へ御報告するものです。 

 それでは、内容を御説明いたします。まず、１の住民基本台帳ネットワ

ークシステム業務に係る事項の（１）杉並区住民基本台帳に係る個人情報

の保護に関する条例第５条等の規定に基づく報告について、21 ページの別

紙１を御覧ください。令和３年度の処理件数ですが、一覧表の中段の区分、

戸籍の附票記載事項通知の第５号の件数が、令和２年度と比較して大幅に

増加しています。この理由としては、令和３年９月から戸籍の附票に住民

票コードを記載するため、住基ネット上で住所地と本籍地の情報を突合さ

せるファイルの送信が開始され、突合ファイルの件数が戸籍附票記載事項

通知の送信分としてカウントされているためです。 

 なお、６号の受信件数については、本来第５号と同様に、他自治体から

送信されたファイルが計上され、大幅に件数が増加するところですが、住

基ネットの運営団体であるＪ－ＬＩＳに確認したところ、受信件数につい

ては、システムの使用上、複数世帯の突合ファイルを１件としてカウント

する仕様であるとの回答があり、このため、第５号のように大幅な増加に

はなっていません。その他の件数は表に記載のとおりです。 

 次に、（２）令和４年度住民基本台帳ネットワークシステム業務に係るセ

キュリティ運用計画について御説明いたします。22 ページの別紙２を御覧

ください。計画の内容ですが、４月に異動者等を対象に、住民基本台帳ネ

ットワークシステム業務の新規従事者への研修を実施したところです。６

月は本日、こちらに記載のとおり、先ほどの諮問第 29 号と本報告を行って

いるところです。また、７月から９月にかけて、チェックリストに基づく

自己点検を実施します。９月から 10 月には住基ネット緊急時対応訓練を実

施、11 月から 12 月には住基ネット職員アンケートを実施する予定です。

そして、12 月にはこれらのセキュリティ対策の実施結果について、審議会

に改めて諮問する予定です。住民基本台帳ネットワークシステム業務に係

る事項については、以上です。 

情報管理課長  続きまして、23 ページの別紙３を御覧ください。令和４年度情報ネット

ワークシステム業務に係るセキュリティ運用計画について、御説明いたし

ます。方針は、情報提供ネットワークシステム業務における人的、物理的

及び技術的セキュリティ対策の徹底です。この計画の内容ですが、４月に

情報提供ネットワークシステム業務の新規従事者を対象とした研修を実施

しました。６月については記載のとおり、先ほどの諮問第 30 号と本報告を

行っているところです。また、６月は情報提供ネットワークシステム緊急

時対応訓練を実施する予定で、６月から７月に自己点検を実施する予定で

す。11 月から 12 月には職員アンケートを実施し、12 月にその実施結果に

ついて審議会に諮問させていただく予定です。一般報告についての説明は
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以上です。 

会長  ただいまの説明について御質問等はありますか。 

委員  21 ページの戸籍附票の送信と受信の差分の御説明を頂いたのですが、１

回で理解できなかったので、もう１回御説明いただいてもよろしいですか。 

区民課長  まず、こちらが送信する分ですが、それは１世帯を１件としてカウント

をされております。受ける方ですが、杉並区に本籍のある方についてです

が、その受けるものについては複数世帯、これは最大７万件というような

形で言われています。それを１ファイルとして送信されてくるということ

なので、そういう点で１ファイルの入っている世帯数の単位が異なってい

ますので、件数にこれだけ大きな差が出てきているというところです。 

委員  その説明は分かりました。そうすると、この受信の 24,880 件の中には、

今おっしゃった７万人分が１つのファイルになっているというものをカウ

ントとしているのか。それとも、そもそもそろわないからと除いているの

かというところで、どういうようなことでしょうか。 

区民課長  こちらのほうでは、そのようなファイルについては７万、例えばそれが

７万だったとしても、１ファイル１件としてカウントしています。 

委員  分かりました。カウントしたものとしても、前年から２割ほど減ってい

る数字になったというふうなことでいいのですね。 

区民課長  おっしゃるとおりです。これは、やはり杉並区を本籍地とする方の、実

際の住所異動、転居も含めてですが、住所異動について、実際にはそうい

うものを足し上げた結果、こういうような数字になったというところでご

ざいます。 

委員  分かりました。杉並区としての報告内容に関して疑義はないのですが、

これはＪ－ＬＩＳの対応として、こんなことがあっていいのかどうかとい

うのは極めて疑わしいなというのが、報告を伺った印象としてありまして、

諮問を受けている立場としては、そこは同条件で数値を上げてくるべきで

はないのかということ、それがＪ－ＬＩＳ側のボトルネックによって正確

な数値として出てこないということであれば、それはＪ－ＬＩＳに改善を

求めるべきではないかと思います。これもいつまでか分からないですが、

その辺り区民課としての見解はいかがでしょうか。 

区民課長  頂いた今の御意見については、区を通じてＪ－ＬＩＳのほうに伝える形

にさせていただきたいと存じます。 

会長  ほかに御質問等ありますか。 

委員  21 ページの戸籍の附票のことで、送信のほうが令和２年度から令和３年

度がものすごい桁が違って上がっているというのは、説明があったら重複

で恐縮なのですけれども、この理由を教えていただきたいのです。 

区民課長  これにつきましては、令和３年度９月から戸籍の附票に住民票コードを

記載するために、住基ネット上で住所地と本籍地の情報を突合させるファ

イルの送信というのがございまして、そのファイルの送信が１世帯１件と
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いう形で、杉並区から送信をするという関係で、それだけの数字の増加が

あるということです。つまり、その突合ファイルは今までの戸籍の附票の

単純な異動の通知だけではなくて、その突合ファイルの件数、これは全戸

籍について送るような形になりますので、全部終わっているわけではない

のですが、その件数が加わることで、これだけの増加となっているところ

です。 

委員  カウントするルールが変わったということですか。 

区民課長  これまでの戸籍の住所地の異動のデータのほかに、その住民票コードを

戸籍の附票に反映させるためのデータの送信ファイルが新たに加わってい

るということで、その分の件数が加わっていることで大きく増加になって

いる、そういうところです。 

委員  数える項目が増えたということですか。 

区民課長  そうです。これが令和３年度から始まっているという、数える項目が増

えたというところです。 

情報システム担当課長  私も深くは存じ上げてないのですが、今の話を整理すると、今までやっ

てなかったところが増えて、今後も継続して送るものが増えたというとこ

ろだと思っております。 

委員  その付記がないと、この増加というのは異常値だと思うのです。その辺

の説明を頂かないと、あるいはデータの管理としてこのままでいいのかな

というのはちょっと思いました。今のは意見です。 

会長  その辺りのことで、質問というか確認なのですが、令和３年度で 368,000

件とかになっているわけですけれども、令和４年度もこのぐらいになるも

のなのですか。それとも、令和３年度だけに突出するようなものなのでし

ょうか。 

区民課長  これだけの幅の増加の件数については、令和３年度のみでございます。 

会長  そうすると、また来年度は従来どおりの元の値に戻っていくというか。 

区民課長  そうです。近い値に戻ってきます。 

会長  ありがとうございます。ほかに御意見等はありますでしょうか。では、

御質問等なければ、本件は了承といたします。次に、諮問第 31 号について、

事務局から説明をお願いします。 

諮問第 31 号 

情報管理課長  （案件について説明する） 

情報管理課長  本件につきましては、検討に時間を要するというところと、個人情報保

護制度に係る専門的な知識に基づき御審議いただく必要があると考えてお

り、新たな専門の部会を立ち上げ、部会にて事前の御審議を頂いて、その

結果を踏まえて審議会に審議、答申を頂きたいと考えているところです。 

会長  今、事務局から説明がありましたように、諮問の内容によっては、検討

に時間が掛かるものや専門的な見識を必要とするものがあります。そうし

た案件については、この場で答申を行わずに、審議会とは別の日程で専門
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の部会を開いて時間を掛けて検討し、その検討結果を審議会に報告してい

ただいた上で、審議会で審議して、結論を出すという方法をこれまでも取

っているかと思います。事務局の説明では、本件に係る専門の部会を新た

に設置して議論してもらいたいとのことですが、これについて御意見、御

質問はありますか。 

委員  専門部会の構成については、会長に伺ったらよろしいのですかね。どう

いった委員構成を検討されているのかお伺いしたいと思います。というの

は、確かに専門性が高度に要求される議論が求められるということは説明

を受けて理解はしたものの、内容によっては、むしろ一般的な感覚のよう

なものが厳しく問われるべきテーマも含まれていると思うのです。具体的

に申し上げると、この要配慮個人情報に関しては、専門性の高い専門部会

で揉んだものが、11 月上旬の審議会で答申されたときに激論されることが

想定されると感じておりまして、この辺り、全部を審議会の中で闘わせる

のか、それともある程度、より一般に近い方も専門部会に含まれてくるの

かというのは重要だと思っているので、その点を確認させてください。 

会長  今は従来の専門部会と同じような委員構成で考えておりました。ただ、

委員からの御意見もありますので、それも検討しながら決めていくことは

あるのかなと思いますが、一方で、比較的短い期間中に条例の案のもとと

なるようなものを作っていかなければいけないので、その作業を行い、そ

の後にこの審議会の中での審議もあって、更にその後パブコメをかけて、

それが揉まれるということを考えますと、従来の専門部会の形で、まず素

案を作り上げた上で、それに審議会からの御意見なり、パブコメからの御

意見を受けて、必要な修正をするという手順もあってもいいかなと今のと

ころは考えてはおりました。ほかに御質問、御意見はありますでしょうか。 

委員  今、委員の御意見を伺って、なるほどなと思いました。というのは、本

日、席上配布でこの資料を頂きましたが、どうしてこれが１週間前に配布

するときに同封されなかったのか、つい最近の新しい情報があるから間に

合わなかったという内容では全くないのです。こういったことも出さない

で、初めに出された諮問事項が６項目並んでいるだけです。普通でしたら、

この内容であれば分からないですよ。若しくは、分からなくても構わない

のだと、専門家だけでやればいいのだということで、席上配布にしたので

しょうか。このことに区の姿勢が端的に表われていると思いますが、釈明

してください。 

情報管理課長  まず、席上配布の資料については、本来は１週間前に配布させていただ

くこととしておりましたが、こちらは単純に事務作業が間に合わなかった

というところで、本当に申し訳なく思っております。 

委員  間に合わないような内容ではないですよ。昨日今日の話ではない。大分

前から分かっている内容ですよ。しかも、どのように作っていくかという

のは重要な問題ですよ。これは強く指弾しておきます。 

 あと、会長にお尋ねしたいのですが、今回の部会は公開するのかどうか。
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それから、議事録等を事前に出すのかどうか。いつものシステムに関する

ものとは性格が異なると思っておりますので、そこをお尋ねします。 

会長  公開、非公開に関しては、これから議論ができると思いますが、参加の

形態に関しては、従来の専門部会と同じ位置付けだと思っております。で

すから、この審議会の委員の方は自由に傍聴していただくという形で進め

られればと思っております。 

 私個人としては、システムの話のような秘密性があるものではないので、

この内容に関しては公開することはできるのではないかと思いますが、私

の考えが及ばないところもあるのかもしれないので、そこは慎重に確認し

ながらやっていければとは思います。 

委員  あと、確かに専門的な内容ではありますが、一般区民にとっても大変影

響があるような内容です。そういった意味では、まとまったところでパブ

コメというのではなく、全体の審議会にお尋ねするだけでなく、途中で何

か区民が知り得るような手段、例えば議事録をインターネットで公開する

とか、そうすると、実際には参加しなくても、こういうように話が進んで

いるのだなということが分かるようにして、区民の方も関心を喚起してい

く、そして場合によっては御意見をフィードバックできるような、そうい

った配慮が頂ければと思っておりますが、いかがでしょうか。 

会長  そうですね。御指摘の点はごもっともだと思いますが、実際には、７、

８、９月の３か月ぐらいでまとめていくというものであります。通常、こ

のようなことをまとめるときには、どちらかというと、今回、区で条例を

定めてよいと言われている部分について、１つずつ固めていくことになる

と思うのですが、順番にそれを固めていった上で、最後に全体の整合性を

見て、整えて仕上げるという作業を一般的に行うと思うのです。 

 条例の１つ目を最初に検討したら完了、２つ目が完了、３つ目が完了と

はならずに、１つ目、２つ目、３つ目をある程度作った上で、改めてそれ

らの全体を見て、もう１回全部を整えるということがあると思いますが、

そういった場合に、整えた後のものを見ていただいたほうが、むしろ区民

の方の混乱は少ないのではないかと、個人的には思っているのですが、私

個人がどう思っているかという御質問であれば、いわゆるたたき台、ここ

に出すのがたたき台ですが、たたき台の前のたたき台、この専門部会で行

う最終検討が行われる前のものを出すというのは、むしろ未完成のものを

先に出してしまうかなと思っております。もちろん期間があれば、それを

どんどん圧縮していくというのもあるかと思いますが、現状では時間的に

はかなり厳しいスケジュールで進んでいくのかなと思ってはおります。 

委員  部会での話合いに入る前に、私としては審議会の委員として、いろいろ

と聞いておきたい大まかなところがあるのです。それもあるので、是非伴

走していただきたいという思いがあるのですが、細部には入りませんので、

２つ、３つ御質問してもよろしいでしょうか。 

会長  はい。 
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委員  まず、今回改正しようとしている条例には、標準、ひな形といったもの

があるのかどうか。もしあるとしたら、杉並区はそれに合わせるのかどう

か。普通は条例というのは上乗せ、横出し等があります。今回は特にそう

いったものを認めないと言っているわけです。国、個人情報保護委員会も

そのように言っているわけです。普通はあり得ないのです。 

 個人情報保護条例というのは、釈迦に説法ですが、国は 2003 年５月にな

ってやっと作ってきたわけです。ですが、自治体はその 20 年、30 年前か

らやっているわけで、大変な蓄積がある。それに対して、上乗せ、横出し

を認めないなんて、なんと偉そうなことを言うものだと思っていますので、

まずそこをお聞きしたいです。 

情報管理課長  まず、委員御指摘のひな形のようなものについては、４月下旬に国がガ

イドライン、事務Ｑ＆Ａのようなものを出したときに、標準的なひな形と

いいますか、サンプルのようなものは添付されておりました。委員御指摘

のように、自治体としては上乗せ、横出しというような裁量が極めて制限

されている内容であるという改正法だというのは事実だと思います。 

 ただ、我々としても、区の個人情報保護条例については昭和 62 年に制定

され、国が個人情報保護法を制定したのは、恐らく平成 11 年だったかと思

いますが、自治体のほうが国に先んじて、数多くの自治体が条例を作って

きて、むしろ国は後を追ってきたという歴史があると思っております。 

 区として、この条例に関しては、この区の先進性といいますか、これま

でも個人情報を守ってきたという歴史と誇りもありますので、上乗せ、横

出しのところでは、国のガイドラインを読んでも、いろいろな解説等を読

んでもかなり厳しいなと思っておりますが、今回の部会の中で検討してい

ただきたいと思っておるのですけども、その中で区の独自性といいますか、

どこまで余地、裁量といいますか、そうしたものを入れることができる範

囲があるのかというところも踏まえて考えておりますので、単純に国が出

してきたサンプルをそのまま横流しにするということは考えておりませ

ん。 

委員  今の御答弁を伺って少し安心しましたが、ただ、例えば杉並区では住基

ネットが始まったときに、前の区長になりますが、国に対して裁判を申し

立てました。ただし、そのときには国・地方との争いをする手続を国は取

らずに放っておいたことで、杉並区は国と地方の係争をきちんと裁判で争

うことができなかったわけです。 

 ところが、今回は国のほうは、そんな独自のものを作るようであれば係

争委員会にかけるぞと言っていますが、私はこれも怪しいと思っています。

放っておけば、結局は何もしないままで、自治体は手出しができないとい

うことでやるのではないかと思っています。杉並区にはそのぐらいの責務

があると私は思っているのです。 

 多くの自治体は、財政力もなく、いろいろな知見もありません。例えば

23 区のようにきちんとした法務部があるとか、そのような準備がありませ
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んので、思っていても、なかなか国に盾突くことはできないわけです。で

すが、杉並区はこれだけ力のある自治体なのですから、しかもずっと蓄積

した歴史があるわけですから、そこについては、やはりきちんと範を垂れ

るぐらいの、そのような態度、プライドでやっていっていただきたいと思

っております。何かお考えがあれば聞かせていただきたいです。 

情報管理課長  御指摘を頂いたとおり、区としてもこれまでの歴史に誇りを持っており

ます。今後も、その先進性、実効性というものを少なくとも後退させるよ

うなことは考えておりません。むしろ、維持、向上させていきたいと考え

ております。ただ、やはり制限が厳しい中で何ができるのかというところ

は、今時点で具体的な何かが明確にあるわけではありませんが、今後の検

討の中であったり、ほかの自治体の状況等も見ながら、我々としても前向

きに考えてまいりたいと思っております。 

委員  今回の条例改正が国の方針によって進むと、原則が変わることがたくさ

んあるわけです。そういったことについて、区民の方に丁寧に説明しなけ

ればいけないと思っています。それには、１回のパブコメだけでは間に合

わないだろうと思っていますので、私は部会の度に話し合ったことを、早

め早めに知らせてほしいと御提案申し上げたわけです。例えば、外部結合

は杉並区の条例では原則禁止です。それを、例えば法令があるときは許容

するとか、本日も外部結合に関して諮問事項がありました。ところが、こ

れからは外部結合が原則ＯＫになってしまうのかということ、これは余り

細かく答弁がなくてもいいです。 

 それから、要配慮個人情報についても、杉並区の条例では第７条でしっ

かり書かれています。ところが、国の法律ができたから、もうそれで十分

だと今回言っていますが、見比べてみると、国の法律には思想や宗教とか

がないのです。これはかなり大きいです。思想に関することを、良心の自

由等を収集するかどうかといったことについては大きいわけです。このこ

とは、自分の自己情報を開示したときに、なぜここに収集されているかと

いったことに今後ならないとも限らないわけです。そういった意味では、

原則が引っ繰り返ってはいけないのだけども、そういったことがあるので

あれば、それを丁寧に早いうちから御説明しなければいけないと思ってい

るのですが、何か手立ては考えていますか。 

情報管理課長  まず、１点目の外部結合等の話です。正におっしゃるように、国からは

外部結合に関する類型的な諮問が今後できなくなりますというようなこと

は言われております。一方で、これまで審議会で議論をしていただいてい

る役割といいますか、その位置付けはかなり大きいものがあると思ってお

ります。その諮問ができない中で、個人情報等を守るための方策に何があ

るのか、どのようにしていけば個人情報が守られていくのかということに

ついては、今後それはもちろん検討してまいりたいと思っております。 

 続いて、要配慮個人情報の話ですが、国は改正法に定義があるものは重

複して条例に定めてはいけないというような言い方をしております。した
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がって今、御指摘がありましたように、改正法の要配慮個人情報の定義に

ついては、区の今の条例の定義よりも具体例として挙げられているものが

数としては少なかったのかなと思います。 

 少なくとも、条例については改正法と同じ規定を設けることができない

中で、では一方で、個人情報保護の水準を下げずに条例にはどのような規

定の仕方ができるのかということも含めて、今後検討していくことになる

と考えております。 

会長  ほかに御質問、御意見はありますか。 

委員  私からも何点か基本的なことを含めて教えてください。私も同じように、

このような出され方については非常に心外に思っています。以前、この審

議会できちんと学習会をやろうと提案がされたときに、私はまだまだ状況

がはっきりしない中、時期尚早かなということで、一旦は異議を唱えた立

場でもあるのですが、このようなやり方で示されて、他の委員も含めて、

この説明が本当に理解できたのかどうかという点については、私は今の説

明を伺っても本当に理解できていない状況で、非常に疑問を感じています。 

 会長に伺いたいのですが、本日の諮問の内容ですが、法律に基づいてこ

の規定を考えなければならないです。それに当たっては、部会を設置する

ことを諮問するということなのでしょうか。そのようなことがこの文面か

らは全く窺えないのです。何を諮問するのかということ、本日私たちは何

を決めるのかということについて、この文書には書かれておらず、昨日担

当にお電話をして確認したところ、そのようなことだと伺いましたが、こ

の文面からは私たちの本日の課題については全く分からないというところ

で、注意といいますか、私の疑問点を出したのですが、その点についてど

のようにお考えなのか。 

会長  少なくとも私の理解は、本日の審議会に係る諮問という意味では、専門

部会の設置に関する諮問ということになります。それを区から先ほど口頭

で言われたので、それに関して審議会としては諮問するということになり

ますので、専門部会の設置を認めるのか、認めないのかというところです

ね。 

委員  その点は理解いたしました。では、事務局においては、そのようなこと

が分かるように明記していただきたいと思います。それを見て、私たちは

どう臨むかということを考えますし、臨むに当たっては、何が必要かとい

うことも考えなければならないので、その点は是非やっていただきたいと、

今後注意していただきたいと思います。 

 それから、スケジュールのことも出されているのですが、このスケジュ

ールも諮問の中身として受け止めてよろしいのでしょうか。 

会長  スケジュールという、おっしゃっている趣旨は、設置をするかが諮問な

ので、設置するかしないかだけです。先ほどの委員からの御指摘に関して

お答えする中で、本来１年ぐらいあれば、そのような形の進め方もありま

すが、３か月ぐらいしかないときにというので、私の個人的な考え方をお
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伝えした形です。 

委員  では、本日は専門部会を置くかどうかの諮問、この１点に限るという理

解でよろしいわけですね。 

会長  そうですね。ただ、スケジュールは先ほど区からの説明がありましたが、

条例設置は来年４月ということは法律上決まっておりますので、そこから

逆算するしかないのです。そうすると、パブコメもそれを引いていく形に

なると、そこは私の想定としてお伝えしましたが、多分誰が引き算をして

も恐らく９月ぐらいには条例案の形ぐらいにはまとまっていないと、パブ

コメが間に合わなくなって、来年４月に条例が施行できないということに

なるので、私見としてお伝えしましたが、ほかの方が計算しても、余り変

わらないと思います。 

委員  事務局に確認したいのですが、杉並区は今回、審議会にこのような提案

を初めてしているのですが、他区の状況はいかがなのでしょうか。もう既

に、私たちも議会では様々に取り上げている場面等もあって、他区ではも

っと早くに進んでいるような状況も窺えるのですが、なぜこのような段階

になってしまったのか、その理由を確認させてください。 

情報管理課長  まず、他区の状況については、近隣ですと世田谷区が既にこういった審

議会のような場に作業部会という名称だったかと思いますが、そうしたも

のを設置して、今現在審議を進めている最中と確認しています。そのほか

にも、板橋区やほかの複数の区でも、この審議会というような類似の場を

持っておりますので、そこに部会のようなものを設置して、これから審議

をしていくと聞いています。 

 今回このタイミングで、杉並区が諮問をさせていただいているというこ

とについては、まず年度に入って、４月に国からガイドラインや事務のＱ

＆Ａのようなものが出るタイミングといいますか、その内容を確認してか

ら、部会の設置が妥当であるかも含めて内容を確認させていただくという

ことがあったので、今の時期になってしまったという経緯があるものです。 

委員  やはり、この審議会そのものがどういうような位置に置かれるのかとい

うことも含めて、大変重要な案件なのです。今後、先生方が部会で担当さ

れるということは、これまでの審議の状況を伺っていて信頼はしているの

ですが、ただ、その都度どういうような議論をされていくのか、その都度

に対して疑問を持っている立場からどういうような意見表明ができるの

か、そういう手続上のことというのはどのようにお考えかを教えてくださ

い。 

情報管理課長  この部会については、設置が認められた際には、７月から９月までに約

３回程度開催を考えているところです。その中で、もちろん傍聴も可能で

すし、その後の審議会のほうに報告させていただく機会があると思います

ので、そこで意見を出していただくというのは可能かと思っておりますが、

その間の中で、どういった情報を提供させていただくことが可能かという

ことについては、スケジュールの関係などもありますが、そこは今後、事
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務局でも検討させていただきたいと思っております。 

 もちろん、個人情報保護条例の改正というのが大きな出来事だとは考え

ていますので、そこはなるべく多くの皆様方に情報を知っていただき、ど

ういった議論が交わされているのかということを知っていただくというの

は重要と思っています。ですので、そこはなるべく情報の公開といいます

か、どうすればうまくできるかということは今後検討していきたいと考え

ています。 

委員  先ほど、他の委員からも 10 月は議論が沸騰するというようなお話もあり

ましたが、本当にそういう問題だと受け止めております。やはり様々に意

見を表明すること、一旦審議会が答申を出せば、議会がどんなにいろいろ

意見を出して騒いでも、なかなかそれが通用しないという状況も、私たち

は過去の経験でいろいろありますので、その点はやはり慎重にやっていた

だきたいということが強くありました。今日は本当に残念なことなのです

が、諮問については、この部会を設置するかどうかについてということは、

まずは確認いたしました。 

会長  ほかに御質問、御意見はありますか。 

委員  意見として申し上げます。まず前提として、今回の令和３年改正の個人

情報保護法の案については、大筋で必要なことだと考えていて、これに沿

った形で、令和５年以降、適正な個人情報の活用というものが進んでいく

ということには賛同しています。 

 それを前提とした上で、今回部会の設置に当たっては、その多くは手続

的、法的、専門的な見地から議論がされるべきものであるということは確

認をしましたが、一部においては、そういった内容とは少し趣を異にする

ものがあるということも確認されましたので、繰り返しにはなりますが、

部会の構成員については慎重に御検討いただいた上で、11 月上旬の答申の

際には、ある程度その辺りの民間の感覚が反映された状態の案を諮ってい

ただくことを要望したいと思います。 

会長  ほかに御質問、御意見はありますでしょうか。この後の進め方になりま

すが、これまでも度々この杉並区の審議会においては、法律で決まってし

まっていて、自由度が結果的に失われたケースがありますよね。特に行政

事務に関しては、そもそもその行政事務が必要なのかどうかというところ

でも、それが法律で決まってしまっている場合、もう受けざるを得ないと

いうところがあったかと思います。そういう意味だと、今回更にそれを遡

って、条例設置そのものに関してのところが法律で決まりましたと。ただ、

こればかりはやはり一応、改正個人情報保護法の立法時、改正時にそれに

反対をしてというのはありますが、一旦これが法律として通ってしまった

場合には従わざるを得ないとは思うのです。 

 そういう意味で、今回の機会を前向きに捉えるという意味では、従来も

ありましたが、杉並区としてはこの個人情報保護はかなり水準を高くやっ

ているわけですが、結果的に住基ネットなりマイナンバーのシステムを使
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って、他の自治体に対して情報が出ていってしまった部分は、実はこちら

はもう何ともできなかったわけです。ですから、この部分に関して、今後

はそこが一体化しますので、こちらのほうで是正なり改善という部分につ

いて、個人情報保護委員会などに意見を言うということを通じて、全体の

レベルアップをする機会は逆に増えたのかなとは思っています。 

 ですから、従来だと何をどう頑張っても、杉並区の中でしかレベルを上

げることができなかったわけですが、これからは、その部分に関しての安

全管理措置などの言っていることが不足だということであれば、それを打

ち返すと、逆にそれは他の自治体でも同じレベルに上げることができるよ

うにはなるので、そのような前向きな捉え方をして、この後のこの条例の

新しい在り方とか、その条例の範囲内でどういう審議をするのかというと

ころに関してやっていくのがいいのかなと思っております。 

 私からは個人的にはそのような、少し消極的ではありますが、法治国家

である以上、法律上決まってしまったものは、一旦は従うしかなくて、む

しろ次の改正のときに向けて、どういう前向きな意見をそこに言っていけ

るのかというようなところかなと思っています。 

 では、いろいろと御意見を頂きました。区民委員の方で何か確認してお

きたいということはございますか。少し難しい内容だなと思われていると

思うので、どちらかというと、新しい条例案みたいなものを見ながら、こ

んな条例案になります、この審議会は今後どうなりますというものを見て

いただくほうが、私はむしろそのほうが分かりやすくなるのかなとは思っ

ているので、それに向けてのことを、この新しく設置する専門部会のほう

でたたき台を作っていただいて、こちらに持ってきていただくというよう

なことを進めていくのでもいいのかなと思っているのです。もし御意見、

御質問がないようでしたら、設置するという形で考えていきたいと思いま

す。 

委員 個人情報保護委員会が出しているガイドラインは部外秘というか、皆さ

んにこういう感じで、この部分がやっていいけどこの部分は駄目だという

のは、事前にお伝えするのはまずいのですか。 

会長  これは公開されている情報です。公開されている情報を、今回諮問第 31

号補足資料として杉並区がまとめてくださった形ですね。 

委員  公開されているということは、委員の皆様方はみんな御存じというか、

あと区民の方も御存じということですか。 

情報管理課長  国の示しているガイドラインについては、個人情報保護委員会のホーム

ページ上で４月 20 日以降公開されているものですので、どなたでも御覧い

ただくことは可能なものでございます。 

委員  なるほど。分かりました。 

会長  そういう意味ですと、公開されている情報を、今回諮問第 31 号補足資料

として、杉並区が結構端的にまとめていただいているのだと思うのです。

委員会が出したのは、あらゆる情報を彼らは出さないといけないので、少
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し見てもポイントというか要所が分からないのですが、こちらの杉並区が

用意していただいたのは正に杉並区に取って必要なポイントだけを抽出し

ていただいている形になっています。ですから、この資料の作成というの

はそこそこ時間が掛かったのではないかと私は思っているのです。 

委員  もう少し細かい資料がなかったでしたかね。この部分はこのぐらいが良

くて悪くてという、そういうのはなかったでしょうか。それが公開されて

いて、杉並区がこれを用意したということですかね。 

会長  そうですね。少なくとも、これより細かいことは公開されている情報と

してはないですね。きれいに抜粋していただいている形ですね。 

委員  分かりました。 

会長  そうしましたら、設置するという形で、部会長及び部会の委員について

は、審議会条例の第７条の２の第２項に基づき会長が指名することになっ

ていますので、私から指名をさせていただければと思います。本件につき

ましては、今のやり取りにありましたとおり、専門的な知見を要するもの

かと認識しておりますので、学識経験者の浅見委員、加藤委員、細川委員、

水町委員、私の５名で部会を構成したいと思います。 

 こちらに関して、傍聴は従来の専門部会と全く同じで傍聴できますので、

必要であれば傍聴を是非していただきたいと思います。また、部会長につ

いては、弁護士であり本審議会の会長職務代理者である浅見委員にお願い

したいと思います。部会員と部会長の指名について、何か御異存はありま

すか。最初から入っておきたいとかいう御意見があれば、伺うことはでき

ます。ただ、一旦傍聴していただいて、場合によってはその後に、意見交

換みたいな時間があってもいいかなとは思います。 

 それでは、事務局は調整の上、部会を開催してください。よろしくお願

いします。開催日程が決まりましたら、この審議会の委員の方にも、傍聴

のために日程を随時連絡していただければと思います。 

 それでは、ただいま御審議いただきました諮問事項につきまして、ここ

で答申をしていきたいと思います。これから事務局が答申案文をお配りし

ますので、内容を御確認ください。 

(答申案文の配布) 

会長  この内容でよろしいでしょうか。 

(異議なし) 

会長  では、答申文をデジタル戦略担当部長にお渡しします。 

(答申文の受領) 

会長  本日の議題は以上となります。事務局から何かございますか。 

情報管理課長  事務連絡でございます。本日確定した令和３年度第６回の会議録につい

ては、事務局からお配りいたしますのでお受け取りいただければと思いま

す。また、オンライン参加の委員については、後日事務局から送付をさせ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 



                                                24 

会長  それでは、以上で令和４年度第１回杉並区情報公開・個人情報保護審議

会を終了いたします。本日は御協力いただきありがとうございました。 
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